
3.　7.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 8

　
東
久
留
米
市
勤
労
市
民
共
済
会

は
、
会
費
や
市
補
助
金
を
主
な
財

源
と
し
て
、
中
小
企
業
勤
労
者
、

公
共
お
よ
び
公
共
的
団
体
の
嘱
託

職
員
や
臨
時
職
員
、
短
時
間
労
働

者
の
皆
さ
ん
に
総
合
的
な
福
利
厚

生
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
公
益
的
な
団
体
で
す
。

　
月
５
０
０
円
の
会
費
で
慶
弔
給

付
金
や
遊
園
地
な
ど
の
割
引
券
購

入
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
【
内
容
】▼
生
活
安
定
事
業
＝
慶

弔
給
付
（
祝
い
金
・
保
険
金
・
弔

慰
金
）
な
ど
▼
健
康
維
持
・
増
進

事
業
＝
人
間
ド
ッ
ク
・
健
康
診
断

の
補
助
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
の
補
助
な
ど
▼
自
己
啓
発
・

余
暇
活
動
支
援
事
業
＝
講
座
な
ど

の
受
講
料
補
助
、
国
内
旅
行
補
助

（
宿
泊
、
日
帰
り
）、
遊
園
地
な

ど
の
フ
リ
ー
パ
ス
割
引
券
販
売
な

ど
▼
生
活
支
援
事
業
＝
生
活
用
品

な
ど
の
あ
っ
せ
ん

　
【
対
象
】次
の
①
〜
⑤
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
。

　
①
市
内
中
小
企
業
の
従
業
員
と

事
業
主
②
市
内
在
住
で
市
外
の
中

小
企
業
の
従
業
員
（
企
業
所
在
市

区
町
村
に
、
勤
労
市
民
共
済
会
と

　
本
市
の
高
齢
者
を
互
い
に
支
え

あ
う
介
護
の
仕
事
の
基
礎
を
学
び

ま
せ
ん
か
。
研
修
最
終
日
に
は
、

介
護
の
仕
事
や
働
き
方
に
つ
い
て
、

市
内
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
相

談
で
き
る
「
お
し
ご
と
相
談
会
」

を
開
催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】全
７
回
。
７
月
１４
日
・

２１
日
・
２８
日
、８
月
４
日
・
１１
日
・

１８
日
・
２５
日
（
お
し
ご
と
相
談
会

実
施
日
）
の
い
ず
れ
も
水
曜
日
午

前
１０
時
〜
午
後
３
時　
※
終
了
時

間
は
日
程
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
【
会
場
】成
美
教
育
文
化
会
館
３

階
大
研
修
室

　
【
対
象
】市
内
で
の
介
護
の
仕
事

に
興
味
が
あ
る
方
で
、
全
７
回
の

研
修
と
お
し
ご
と
相
談
会
に
参
加

で
き
る
方

　
【
定
員
】先
着
３５
人

　
【
費
用
】無
料

　
【
そ
の
他
】１
歳
以
上
の
未
就
学

児
の
保
育
あ
り
。
定
員
５
人
。
申

し
込
み
時
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
有
効
期
限
が
７
月
３１
日

ま
で
の
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証

（
桜
色
）」
を
お
持
ち
で
、
８
月

１
日
か
ら
も
引
き
続
き
交
付
対
象

と
な
る
方
に
は
、
７
月
末
ま
で
に

新
し
い
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証

（
黄
色
）」
を
送
付
し
ま
す
。

　
８
月
１
日
以
降
に
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
と
き
は
、「
介
護

保
険
被
保
険
者
証
（
緑
色
）」
と

新
し
い
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証

（
黄
色
）」
を
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

な
ど
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
古

い
負
担
割
合
証
を
誤
っ
て
使
用
す

る
と
、
あ
と
で
差
額
分
の
納
付
や

払
い
戻
し
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
【
交
付
対
象
】要
介
護（
要
支
援
）

認
定
者
お
よ
び
事
業
対
象
者

　
【
交
付
時
期
】毎
年
８
月
１
日
を

基
準
と
し
て
、
前
年
の
所
得
か
ら

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
７５

歳
以
上
（
障
害
認
定
を
受
け
て
い

る
方
は
６５
歳
以
上
）
の
方
が
対
象

で
す
。
３
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
決
定
通
知
書
兼
納
付

（
納
入
）
通
知
書
を
、
７
月
１２
日

（
月
）
に
発
送
し
ま
す
。

◎
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
て

い
た
だ
く
方
（
普
通
徴
収
）

　
同
通
知
書
に
同
封
の
納
付
書
で

納
め
て
く
だ
さ
い
。
納
期
は
原
則

７
月
〜
４
年
２
月
の
８
回
で
す

（
右
表
参
照
）。
す
で
に
口
座
振

替
を
登
録
し
て
い
る
方
は
、
納
期

ご
と
に
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。

◎
年
金
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
（
特
別
徴
収
）

　
特
別
徴
収
は
年
６
回
の
年
金
支

給
月
に
介
護
保
険
料
と
同
様
に
年

金
天
引
き
さ
れ
ま
す
。
３
年
度
の

保
険
料
を
４
月
か
ら
仮
徴
収
と
し

て
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
は
、

年
間
保
険
料
額
か
ら
仮
徴
収
額
を

差
し
引
い
た
差
額
分
を
１０
月
か
ら

年
金
天
引
き
さ
れ
る
保
険
料
額
と

し
て
通
知
し
ま
す
。

◎
１０
月
か
ら
年
金
天
引
き
に
な
る

方
　
普
通
徴
収
と
し
て
第
１
期
（
８

月
２
日
）〜
第
３
期（
９
月
３０
日
）

を
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

　
３
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

（
国
保
税
）
納
税
通
知
書
を
７
月

１２
日
（
月
）
に
発
送
し
ま
す
。

　
４
月
〜
４
年
３
月
の
加
入
月
数

分
を
計
算
し
た
通
知
で
す
。
納
付

書
や
口
座
振
替
（
普
通
徴
収
）、

年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
い

ず
れ
か
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

◎
普
通
徴
収
の
納
期
は
９
回
で
す

　
納
付
書
や
口
座
振
替
（
普
通
徴

収
）
で
納
付
す
る
方
は
、
原
則
、

７
月
〜
４
年
３
月
の
９
回
の
納
期

に
な
り
ま
す
（
左
表
参
照
）。
年

度
途
中
に
７５
歳
を
迎
え
る
方
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
重
複

し
な
い
よ
う
、
税
額
な
ど
を
調
整

し
て
い
ま
す
。
第
１
期
の
納
期
限

は
８
月
２
日
（
月
）
で
す
。
納
期

内
納
税
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

◎
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方

　
次
の
①
〜
③
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
場
合
、
国
保
税
は
特
別
徴
収

と
な
り
ま
す
。（
一
部
例
外
あ
り
）

　
①
世
帯
主
が
国
保
の
被
保
険
者

②
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全
員

が
６５
〜
７４
歳
③
特
別
徴
収
対
象
年

金
が
年
額
１８
万
円
以
上
で
、
介
護

保
険
料
と
国
保
税
と
の
合
計
が
、

年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い

　
な
お
、
今

年
度
か
ら
特

別
徴
収
の
対

象
に
な
る
方

は
、
第
３
期

ま
で
普
通
徴

収
と
な
り
、

１０
月
か
ら
特

別
徴
収
が
開

始
さ
れ
ま
す
。

目
的
を
一
に
す
る
会
な
ど
が
な
い

こ
と
）
③
市
内
の
社
会
福
祉
法
人
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
医
療
法
人
の
勤
労

者
④
市
内
の
公
共
お
よ
び
公
共
的

団
体
の
会
計
年
度
任
用
職
員
・
臨

時
職
員
⑤
市
内
在
住
で
中
小
企
業

以
外
に
勤
務
す
る
短
時
間
労
働
者

で
、
勤
労
市
民
共
済
会
の
事
業
に

賛
同
し
入
会
を
希
望
す
る
方
な
ど

　
【
会
費
】入
会
金
１
０
０
０
円
、

会
費
月
５
０
０
円

　
申
し
込
み
は
直
接
同
会
（
市
役

所
５
階
）
へ
。

　
詳
し
く
は
同
会
☎
４
７
０
・
７

７
７
７
（
内
線
４
９
５
０
・
４
９

５
１
）
へ
電
話
ま
た
は
同
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://kururu.tok

yo/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
申
し
込
み
は
、
電
話
（
０
３
・

５
９
０
１
・
３
０
６
１
）、
フ
ァ

ク
ス
（
０
３
・
５
９
０
１
・
３
０

６
２
）
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
（kai

gotokyo@
kaigo-center.or.

jp

）
で
公
益
財
団
法
人
介
護
労
働

安
定
セ
ン
タ
ー
東
京
支
部
へ
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
地
域
ケ

ア
係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内

線
２
５
０
１
〜
２
５
０
３
）
へ
。

　
※
広
報
６
月
１
日
号
に
掲
載
し

ま
し
た
同
研
修
の
記
事
の
申
し
込

み
先
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
誤

り
が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は
右

記
の
通
り
で
す
。
お
わ
び
し
て
訂

正
し
ま
す
。

負
担
割
合
を
判
定
し
、
適
用
期
間

開
始
ま
で
に
交
付
し
ま
す
。
た
だ

し
、
新
規
要
介
護
（
要
支
援
）
認

定
者
お
よ
び
事
業
対
象
者
や
、
世

帯
構
成
の
変
更
ま
た
は
所
得
の
更

正
な
ど
に
よ
り
負
担
割
合
が
変
更

に
な
っ
た
場
合
は
、
新
し
い
負
担

割
合
証
を
随
時
交
付
し
ま
す
。

　
【
適
用
期
間
】８
月
１
日
〜
翌
年

７
月
３１
日

◎
負
担
割
合
の
判
定
方
法

　
左
図
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
☎
４
７

０
・
７
７
５
０
ま
た
は
☎
４
７

０
・
７
８
１
８
へ
。

則
、
一
般
税
の
よ
う
な
非
課
税
制

度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
所

得
の
少
な
い
方
も
、
応
益
割
（
均

等
割
）
の
国
保
税
を
負
担
す
る
こ

と
か
ら
、
軽
減
措
置
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
納
税
通
知

書
に
同
封
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
る

減
収
に
係
る
減
免

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

場
合
、
申
請
に
よ
り
減
免
が
受
け

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
該
当

要
件
や
所
得
状
況
な
ど
か
ら
算
出

し
た
額
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
※
こ
の
制
度
は
３
年
度
ま
で
の

取
り
扱
い
で
す
。
２
年
度
以
前
分

に
つ
い
て
は
別
途
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
世
帯
】次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
世
帯

　
①
感
染
症
に
よ
り
、
主
た
る
生

計
維
持
者
が
死
亡
し
ま
た
は
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

　
②
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
主

た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等

の
減
少
が
見
込
ま
れ
、
次
の（
ⅰ
）

〜
（
ⅲ
）
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

世
帯

（
ⅰ
）
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か

の
減
少
額
（
保
険
金
等
に
よ
り
補

填
さ
れ
る
べ
き
金
額
を
控
除
し
た

額
）
が
前
年
の
当
該
事
業
収
入
等

の
額
の
１０
分
の
３
以
上

（
ⅱ
）
前
年
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
１
０
０
０
万
円
以
下

（
ⅲ
）
減
少
が
見
込
ま
れ
る
事
業

収
入
等
の
所
得
以
外
の
前
年
所
得

の
合
計
が
４
０
０
万
円
以
下

　
※
事
業
収
入
等
＝
事
業
収
入
、

不
動
産
収
入
、
山
林
収
入
、
給
与

収
入
（
４
種
類
）

（
注
１
）
審
査
に
は
世
帯
の
前
年

の
収
入
の
申
告
が
必
要
で
す
。
未

申
告
の
場
合
、
市
役
所
課
税
課
な

ど
で
ご
申
告
く
だ
さ
い
。

（
注
２
）
年
金
収
入
の
み
の
世
帯

は
対
象
外
で
す
。

（
注
３
）
他
制
度
に
よ
る
軽
減
・

減
免
を
受
け
て
い
る
場
合
や
所
得

状
況
な
ど
に
よ
り
、
本
減
免
が
適

用
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
【
減
免
対
象
と
な
る
国
保
税
】３

年
度
分
で
３
年
４
月
１
日
〜
４
年

３
月
３１
日
の
納
期
限
分
の
全
部
ま

た
は
一
部

　
【
減
免
額
】対
象
世
帯
の
う
ち
、

①
に
該
当
＝
全
部
、
②
に
該
当
＝

減
免
対
象
と
な
る
国
保
税
額
に
所

得
に
よ
る
減
免
割
合
を
乗
じ
た
額

　
【
申
請
方
法
】感
染
症
拡
大
防
止

の
た
め
、
郵
送
で
の
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
▼
郵
送
い
た
だ
く
書
類
＝
①
国

民
健
康
保
険
税
減
免
申
請
書
（
必

要
事
項
記
入
）
②
事
業
収
入
等
申

告
書
（
必
要
事
項
記
入
）
③
世
帯

主
（
納
税
義
務
者
）
の
身
分
証
明

書
の
写
し
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
・
運
転
免
許
証
な
ど
）
④
収
入

の
減
少
な
ど
を
確
認
で
き
る
書
類

（
診
断
書
、
給
与
明
細
書
な
ど
の

写
し
な
ど
）
⑤
令
和
２
年
の
確
定

申
告
書
の
控
え
・
源
泉
徴
収
票
の

写
し
な
ど
、
収
入
や
所
得
の
わ
か

る
書
類

　
※
①
・
②
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

　
▼
宛
先
＝
〒
２
０
３

−

８
５
５

５
、
市
役
所
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係（
封
筒
表
面
に「
減
免
申

請
書
在
中
」と
ご
記
入
く
だ
さ
い
）

　
※
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
。
ま
た
、
審
査
の
た
め
、

結
果
通
知
等
の
送
付
に
お
時
間
を

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申

請
後
で
も
、
減
免
前
の
納
税
通
知

書
が
届
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

そ
の
際
は
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

　
国
保
財
政
の
健
全
な
運
営
に
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
３
へ
。

付
し
て
い
た
だ
き
、
１０
月
の
年
金

支
給
時
か
ら
特
別
徴
収
と
し
て
年

金
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

◎
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
か

ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年
金

天
引
き
に
よ
る
納
付
が
原
則
で
す

が
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振
替
に

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
変

更
を
希
望
す
る
方
は
、
①
口
座
番

号
が
分
か
る
も
の
（
預
金
通
帳
ま

た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）
②
通

帳
届
け
出
印
③
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
（
す
で
に
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
口
座
振
替
を
登

録
し
て
い
る
方
は
③
の
み
）
を
持

参
の
上
、
保
険
年
金
課
高
齢
者
医

療
係
（
市
役
所
１
階
）
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

◎
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の

納
付
方
法
変
更

　
納
付
方
法
を
特
別
徴
収
か
ら
口

座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
希
望
の
方
は
、
保
険
年
金

課（
市
役
所
１
階
）で
変
更
の
届
け

出
を
お
願
い
し
ま
す
。
７
月
３０
日

（
金
）
ま
で
に
手
続
き
さ
れ
る
と
、

１０
月
の
特
別
徴
収
を
中
止
し
、
１０

月
末
か
ら
口
座
振
替
で
の
納
付
と

な
り
ま
す
。
８
月
２
日（
月
）以
降

の
手
続
き
の
場
合
は
１２
月
以
降
の

特
別
徴
収
か
ら
中
止
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況

か
ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】①
被

保
険
者
証
（
本
人
確
認
の
た
め
ご

持
参
く
だ
さ
い
）
②
口
座
の
届
出

印
③
口
座
振
替
依
頼
書
ま
た
は
金

融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

（
手
続
き
に
暗
証
番
号
が
必
要
で

す
）

　
※
②
・
③
は
国
保
税
の
口
座
登

録
が
な
い
方
の
み
と
な
り
ま
す
。

　
※
特
別
徴
収
も
口
座
振
替
も
、

お
支
払
い
い
た
だ
く
国
保
税
の
総

額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

◎
国
保
税
の
軽
減

　
国
保
税
は
目
的
税
で
あ
り
、
原

東
久
留
米
市
勤
労
市
民
共
済
会

新
規
会
員
募
集

３
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
決
定
通
知
書
兼
納
付
（
納
入
）

通
知
書
を
発
送
し
ま
す

後期高齢者
医療制度

介
護
の
し
ご
と
入
門
研
修
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を

�

一
斉
更
新
し
ま
す

３
年
度
国
民
健
康
保
険
税

３
年
度
国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

利用者負担割合の判定方法

※40歳～64歳の方、住民税非課税の方、生活保護受給者は、上記にかかわら
ず１割負担です。

※令和３年度から施行された税制改正に伴い、負担割合の判定に用いる合計所
得金額、その他の合計所得金額の計算方法に変更がありました。詳細は８月
１日から使用する新しい介護保険負担割合証（黄色）を参照ください。

3割負担2割負担1割負担

220万円以上160万円以上
220万円未満160万円未満

本人の合計所得金額が

65歳以上で本人が住民税課税

・
単
身
で
３
４
０
万
円
以
上

ま
た
は

・
65
歳
以
上
の
方
が
2
人
以
上
い
る
世
帯

で
４
６
３
万
円
以
上

年
金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が

・
単
身
で
２
８
０
万
円
以
上

ま
た
は

・
65
歳
以
上
の
方
が
2
人
以
上
い
る
世
帯

で
３
４
６
万
円
以
上

年
金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が

い
い
え

いいえ

いいえ

はい

はいはい

３年度国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料（普通徴収）納期一覧
区分 納期限
第１期 ８月２日（月）
第２期 ８月３１日（火）
第３期 ９月３０日（木）
第４期 １１月１日（月）
第５期 １１月３０日（火）
第６期 １２月２７日（月）
第７期 ４年１月３１日（月）
第８期 ４年２月２８日（月）
第９期※ ４年３月２５日（金）
※第９期は国民健康保険税のみ。


